
令和 ７ 年度

旭 川 市 林 野 火 災 予 消 防 対 策 実 施 要 綱

旭川市農政部農林整備課



第１ 目 的

旭川市内の林野における林野火災予消防対策の推進を図るために、この要綱により実

施する。

第２ 林野火災危険期間等

林野火災危険期間及び強調期間は次のとおりとする。

ただし、異常乾燥等により林野火災の危険がある場合は、当該危険期間にかかわらず、

その都度危険期間を設定するものとする。

１ 危険期間 ４月 １日 から ６月３０日まで

２ 強調期間 ４月２１日 から ５月３１日まで

第３ 気象情報対策

林野火災の発生は、気象条件が極めて大きな要素となることから、気象予報及び警報

を的確に把握し、予防の万全を期するため次により情報の連絡体制を確立する。

＜伝達系統＞

旭川地方気象台 上川総合振興局 旭川市 旭川市森林愛護組合

旭川市森林組合

南部森林室

第４ 林野火災予消防の普及宣伝

林野火災に対する関心をより一層向上させるため、次により予消防の普及を図る。

１ 一般入林者に対する啓発

２ 山火事注意旗の掲揚

３ 旭川市の広報紙による啓発宣伝

４ その他必要と市長が認めるもの

第５ 林野火災消防対策

林野火災消防の目的は、火災を最も容易に消火し火災の拡散防止に努めることにある

ので、林野火災発生の際はただちに消防署へ通報し、関係機関及び森林愛護組合等へ積

極的な協力を求め、早期消火に努める。

第６ 各関係機関との協力体制の確立

各関係機関相互の協力により林野火災予防の万全を図る。～別紙１､別紙２

第７ 林野火災発生通報及び受理要領

１ 林野火災を受けた者は、別紙様式により速やかに上川総合振興局林務課へ連絡する。

～別紙３

（１）発生場所

（２）発見時間

（３）原因等

（４）通報者住所・氏名

２ 農林整備課は、消火後に次の事項を林務課へ報告する。～別紙４



（１）発生場所

（２）発見時間

（３）原因等

（４）進行方向

（５）規模

（６）出動人員

（７）消火状況

（８）通報者住所・氏名

（９）今後の見通し

（１０）その他必要事項

３ 旭川市林野火災消火対策連絡表 ～別紙５

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。



別紙 １

関 係 機 関 一 覧

機 関 名 電話番号 住 所

消防本部

指令課

３３－９９６１ 旭川市総合防災センター

旭川市東光２７条８丁目

旭川市

南消防署

２３－４６４９ 旭川市７条通１０丁目

旭川市

北消防署

５１－８１３８ 旭川市大町３条５丁目

上川中部森林管

理署総務課

６１－０２０６ 旭川市神楽３条４丁目３番２５号

上川総合振興局

南部森林室

４６－５９９８ 旭川市永山６条１９丁目１番１号

旭川市農政部

農林整備課

２５－７７２９ 旭川市7条通10丁目

旭川市森林組合 ３６－４２６８ 旭川市工業団地３条１丁目２番１５号



別紙 ３ （林野火災の通報を受けた場合の様式）

電 話 受 理 簿

１ 受理年月日・時間 令和 年 月 日 時 分

２ 受理者職氏名

３ 通報者の住所・氏名

住所

氏名 電話

４ 発生場所
（ 林班）

５ 発見時間 午前・後 時 分

６ 発生原因等

７ 火災の進行方向 沢筋 中腹 尾根 ・ 東 西 南 北 方

８ 規 模 約 ha

９ その他参考事項

・林務課以外への通報の有無

・対応



別紙 ４ （関係機関への報告様式）

電 話 発 信 簿

１ 受理年月日・時間 令和 年 月 日 時 分

２ 受理者職氏名

３ 連絡先及び電話等

受理者職・氏名

４ 発生場所
（ 林班）

５ 発見時間 午前・後 時 分

６ 発生原因等

７ 火災の進行方向 沢筋 中腹 尾根 ・ 東 西 南 北 方

８ 規 模 約 ha

９ 出動人員

１０ 消火状況

１１ 通報者の住所・氏名

住所

氏名 電話

１２ 今後の見通し

１３ その他参考事項



別紙 ５

旭川市林野火災消火対策連絡表

※農林整備課が通報を受けた場合は、点線矢印のとおりとし、防災情報の提供として

旭川市防災安全部防災課へも報告する。(電話２５－９８４０)

発見者

旭川中央警察
２５－０１１０

旭川東警察
３４－０１１０

消防本部

１１９

指令課
３３－９９６１

各分団

上川中部

森林管理署
総務課

６１－０２０６

（国有林）

旭川市農政部

農林整備課

森林振興係

２５－７７２９

上川総合振興局

林務課林務係
４６－５９５１

（市内森林全部）

上川総合振興局

南部森林室

４６－５９９８

（道有林）

旭川市森林組合

３６－４２６８


